
  

平成 30 年 10 月 2 日 

関係各位 

株式会社 bitFlyer 

 

基本方針の策定および公表のお知らせ 

 

株式会社 bitFlyer（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木 信義、以下、当社）は、この

度、「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止に関するポリシー」の策定、お

よび「反社会的勢力等との関係遮断に関する基本方針」の改定を実施しましたので、下記

のとおり公表することをお知らせいたします。 

 

当社は「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に係るリスク管理態勢」および

「反社会的勢力等の排除に係る管理態勢」の強化に全力で取り組んでまいります。 

 

 

記 

 

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止に関するポリシー 

 

株式会社 bitFlyer(以下「当社」という。)は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供

与(以下「マネロン等」という。)を防止するため、関係法令等を遵守し、業務の適正を確

保するために、本ポリシーを定める。 

 

１.重要な経営課題 

 当社は、マネロン等の防止の徹底を経営上の重要な課題と認識し、これを適時適正に遂

行するための態勢を整備し、運用する。 

 

２.統括責任者 

 取締役または執行役員の中からマネロン等の防止対策を担当する統括責任者を任命し、

同責任者の指揮の下、マネロン等の防止対策を組織的に的確に実施する。 

 

３.顧客管理の方針 

 まず、顧客との取引開始時の取引時確認においては、顧客属性に応じた対応策を取る等、

リスクベース・アプローチの方法に則った措置を講じる。さらに、顧客の取引については

適時の調査を行い、その結果を分析し活用することで、対応策の見直しを行う。 

 



４.経済制裁等および資産凍結 

 制裁対象者等との取引のフィルタリング等による排除、およびテロリスト等に対する資

産凍結等との措置に係る確認について、適切な措置を適時に実施すべく態勢を整備する。 

 また、犯罪収益移転防止法に基づいて、取引の謝絶および解消等の対応策を適正に行う。 

 

５.疑わしい取引の届出 

 取引モニタリング等を定期的および随時に実施し、「疑わしい取引」等が検知された場

合は、それらに適切に対応し、監督官庁に速やかに届け出る。 

 

６.社内研修 

 マネロン等の防止に関する関係法令、当社の方針、手続き等についての研修を、全役職

員を対象に定期的および随時に行い、知識の習得と意識の醸成を図る。 

 

７.遵守状況の監査 

 内部監査部門は、本ポリシーに関わるマネロン等の防止策の全体的な取組状況を適時適

正に監査し、その結果を踏まえて、当社はマネロン等の防止策の維持および改善を図る。 

 

 

反社会的勢力等との関係遮断に関する基本方針 

 

株式会社 bitFlyer（以下、「当社」という。）は、暴力、威力と詐欺的手法により経済的

利益を追求する集団または個人（以下、「反社会的勢力等」という。）による被害を防止

するため、次の基本方針を宣言します。 

 

1. 一切の関係遮断 

当社は、反社会的勢力等との関係を一切持ちません。また、既に当社と取引をしている

者が反社会的勢力等であると判明した場合は、速やかに取引を解消します。 

2. 組織としての対応 

当社は、反社会的勢力等による被害を防止するため、組織全体として対応します。 

3. 外部機関との連携 

当社は、反社会的勢力等との関係遮断に関し、警察、暴力団追放運動推進都民センタ

ー、弁護士等の外部機関と緊密な連携関係を構築していきます。 

4. 不当要求の拒否 

当社は、反社会的勢力等からの不当要求には一切応じません。また、反社会的勢力等に

よる不当要求が認められた場合には、拒絶します。 

5. 資金提供の禁止 

当社は、反社会的勢力等への資金提供や利益供与は一切行いません。 

6. 従業員の安全確保 



当社は、反社会的勢力等に対応する従業員の安全を確保します。 

 

以上 

 

【本リリースに関するお問い合わせ先】 

株式会社 bitFlyer    広報担当 

〒107-6208 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー 

HP：https://bitflyer.com  Contact：https://bitflyer.com/Contact 

 

 

 


